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法務省入国管理局

観光立国実現に向けた取組について



最近の観光立国をめぐる出入国管理の現状
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出入国者数統計 １

２



出入国者数統計 ２

３

平成２５年９月上位５か国・地域の「短期滞在」新規入国者数



ＡＳＥＡＮ諸国に対する査証発給要件の緩和 １

査証発給要件緩和の方針

平成25年6月11日 観光立国実現に向けたアクション・プログラム

２． ビザ要件の緩和等による訪日旅行の促進
（１）ビザ要件の緩和

まずは，日・ASEAN友好協力40周年を契機として，治安への十分な配慮を前提としつつ，夏までに，タイ及びマレーシ

ア向けのビザ免除，ベトナム及びフィリピン向けの数次ビザ化並びにインドネシアの数次ビザに係る滞在期間延長を行
う。

平成25年6月14日 日本再興戦略

第Ⅱ．３つのアクションプラン
二．戦略市場創造プラン
テーマ４：世界を惹きつける地域資源で稼ぐ地域社会の実現
② 観光資源等のポテンシャルを活かし，世界の多くの人々を地域に呼び込む社会

○査証発給要件緩和，入国審査迅速化等の訪日環境の改善
観光立国実現のため，近隣諸国の状況を踏まえながら，査証発給要件を緩和する方向で取り組む。まずは今後訪日旅

行の高い伸びが見込まれるASEAN 諸国からの観光客の査証発給要件について，日・ASEAN 友好協力40 周年を契機

として，治安への十分な配慮を前提としつつ，本年夏までに，タイ及びマレーシア向けのビザ免除，ベトナム及びフィリピン
向けの数次ビザ化並びにインドネシアの数次ビザに係る滞在期間延長を行う。

査証緩和措置の実施

短期滞在査証免除（平成25年7月1日から）

●タイ
査証免除（短期滞在「１５日」）措置の開始

●マレーシア
査証免除（短期滞在「９０日」）措置の再開

短期滞在数次査証

●フィリピン，ベトナム（平成25年7月1日～）
●カンボジア，ラオス（平成25年11月18日～）
数次査証（短期滞在「１５日」）の発給開始
有効期間：最大３年

●インドネシア（平成25年7月1日～）
数次査証の滞在期間延長（短期滞在「１５日」→「３０日」）
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ＡＳＥＡＮ諸国に対する査証発給要件の緩和 ２

５



観光立国の実現に向けた
アクション・プログラムへの対応状況

６



観光立国実現に向けたアクション・プログラムへの取組

施策１

長期滞在を可能とする制度の導入について

施策２

施策３

施策４

施策５

施策６

クルーズ船乗客に対する入国審査の迅速化・円滑化について

ファーストレーン設置の検討状況について

自動化ゲートの利用促進状況について

信頼できる渡航者の自動化ゲート利用について

出入（帰）国審査の迅速化のための自治体・民間との協力関係の構築について

７



施策１ クルーズ船乗客に対する入国審査の迅速化・円滑化について

３．外国人旅行者の受入の改善

＜出入国手続の改善＞

（１）出入国手続の迅速化・円滑化

○ クルーズ船入港時の入国審査手続の迅速化・円滑化を図るた
め，可能な航路の大型クルーズ船について，海外臨船審査の実
施並びに自治体及び港湾管理者の協力等による新たな方策を
検討する。

「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」（抄）

８



施策１ クルーズ船乗客に対する入国審査の迅速化・円滑化について

大型クルーズ船審査
の応援体制整備のた
め，平成26年度に10
人の増員を要求

海外臨船審査の実施
等，クルーズ船審査
の運用変更による対
応

寄港地上陸許可によ
らないクルーズ船乗
客に対する入国審査
の合理化に関する検
討

大型クルーズ船の入港回数の増加等により業務負担の増加が見込まれる

中，迅速かつ円滑なクルーズ船審査の実施のため更なる対応が必要となっ

ている。

対 応 策

大型クルーズ船入港増加への対応

９



施策１ クルーズ船乗客に対する入国審査の迅速化・円滑化について

平成24年6月から，クルーズ船乗客に対し，寄港地上陸許可を活用した新しい審査方法を実施。現行の方法で
は，日本の港着岸後に個人識別情報の取得・BL照合を実施することから，下船までの時間が長いため，地方自

治体等から海外臨船審査の実施を求められている。

現在のクルーズ船審査の問題

①国外での個人識別情報の取得 ②情報の国外への持出し ③情報の国内への持込み

国外（公海上）での個人識別情報
（指紋・顔写真）の取得について，
旗国の了解を得る。

国外（公海上）では個人識別情報
（指紋・顔写真）の取得のみを行い，
国内の港着岸後，BL情報との照合

を実施する。

国外（公海上）で取得した個人情報
の日本国内への持込みについて，
旗国の了解を得る。

課 題

解決策

国外での個人識別情報（指紋・顔
写真）の取得は公権力の行使に当
たるため，外国政府の同意が必要
である。

BL情報という機密情報を国外に持

ち出すことは，情報セキュリティ上
問題がある。

国外で取得した個人情報を国内に
持ち込むことは，相手国の個人情
報保護法制に抵触するおそれがあ
る。

海外臨船審査の実施のための国際法及び情報セキュリティ上の課題について協議 （平成25年7月5日）

海外臨船審査の実施に係る国際法及び情報セキュリティ上の課題
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施策１ クルーズ船乗客に対する入国審査の迅速化・円滑化について

仮上陸許可書
用紙印刷・配付

沖乗り・着岸後乗船

出港日 海　上 到着日

乗客

入国審査官

乗船
個人識別情報

の提供

乗船
個人識別情報

の取得
仮上陸許可書

用紙印刷・配付

下船 観光

照合 旅券審査

現行

乗客

入国審査官

乗船

乗船

個人識別情報の
提供

帰船観光

個人識別情報の
取得・照合

沖乗り・着岸後乗船

旅券審査

変更後

帰船

下船

公権力の行使

公権力の行使

旗国の了解

海外臨船審査の実施に向けた検討状況 １
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施策１ クルーズ船乗客に対する入国審査の迅速化・円滑化について

クルーズ船入港時の入国審査手続の迅速化・円滑化の方策として，公海上における入国審査を
実施するため，船舶代理店に対し，協力の可否について船会社への確認を依頼

本年９月

船籍国に対して，

① 公海航行中に乗客
から個人識別情報を
取得すること

及び

② 取得した情報を日本
に持ち込むこと

について了解を得ること

公海上で個人識別情報
の取得等の入国審査を
実施するため，書類の
配布，乗客の誘導等を
行うこと

日本・外国間を周遊して
航行する場合，審査機
器等をセキュリティが確
保される状態で船内に
保管すること

協力依頼事項１ 協力依頼事項２ 協力依頼事項３

海外臨船審査の実施に向けた検討状況 ２
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施策１ クルーズ船乗客に対する入国審査の迅速化・円滑化について

寄港地上陸許可によらないクルーズ船乗客に対する入国審査の合理化に関する検討

課題

現在，クルーズ船乗客に対しては，一般上陸許可よりも簡易な手続により一時的な上陸を認める
寄港地上陸許可を活用することで入国審査手続の迅速化を図っているが，①航路によっては寄港
地上陸許可の対象とならず，一般上陸許可（短期滞在）で対応せざるを得ない，②上陸期間が最
大７２時間に限定されるため，その改善が求められている。

●寄港地上陸許可の対象とならない航路のクルーズ船乗客についても，簡易な手続で上陸を認
める方策を検討

●本邦の複数の港を周遊するクルーズ船への対応など上陸期間の延長に係る検討

●いわゆるフライ・アンド・クルーズの観光客に係る手続の簡素化を検討
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３．外国人旅行者の受入の改善
＜出入国手続の改善＞

（１）出入国手続の迅速化・円滑化
○ 国際会議等の参加者やＶＩＰなどの空港での出入国手続の迅速化を図るため，所要の出入国手続の要員等が

確保されることを前提に，その適切な運用方法について検討した上で，これらの者を対象としたファーストレーン
の設置の実現を目指す。

施策２ ファーストレーン設置の検討状況について

「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」（抄）

これまでの取組状況と今後の対応方針

国土交通省航空局及び観光庁の主導で設置された，ＣＩＱ官署や民間企業等の関係機関による「ファーストレーンの設
置に向けた検討会」が発足

本年１０月

●ファーストレーン設置の適否（合理性，効率性）
●ファーストレーンの施設の在り方（対象者の範囲，使用料金の在り方，動線の設定等）について検討

→本年中を目処に結論を得ることを目指す。

今後の予定
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３．外国人旅行者の受入の改善

＜出入国手続の改善＞

（１）出入国手続の迅速化・円滑化

○ 空港での出入国手続の迅速化を図るため，自動化ゲートの利用
を促進するとともに，審査場の混雑状況に応じて，日本人用審査
ブースと外国人用審査ブースを機動的に運用する。

施策３ 自動化ゲートの利用促進状況について

「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」（抄）
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施策３ 自動化ゲートの利用促進状況について

モバイル登録の実施等

・ 空港，都道府県旅券事務所等におけ
るモバイル登録の実施

・ 地方入国管理局，都道府県旅券事務
所等におけるリーフレットの配布

空港における取組

・ 空港内でのポスター掲示

羽田空港 関西空港

ＪＡＬ機内誌「Ｓｋｙｗａｒｄ」
８月号へ掲載

ＡＮＡ機内誌「翼の王国」８月号へ掲載

航空会社の協力による広報

・ 航空会社ＨＰにおいて，法務省
ＨＰ「自動化ゲートの運用につ
いて」のリンクを掲載

・ 国際線出発フロアに自動化
ゲート事前登録場所案内看
板設置，空港案内センターに
リーフレットを配布

・ 空港会社HPでの広報

旅行会社窓口における利用促進リーフレットの配布等についても検討中今後の予定
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施策３ 自動化ゲートの利用促進状況について
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施策４ 信頼できる渡航者の自動化ゲート利用について

「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」（抄）

３．外国人旅行者の受入の改善

＜出入国手続の改善＞

（１）出入国手続の迅速化・円滑化

○ 新規来日外国人の出入国審査の迅速化を図るため，国際連携に
よることも含め，出入国管理上のリスクが低い者を「信頼できる渡航
者」として特定し，それらの者を自動化ゲートの対象とする等の新た
な枠組みを構築することについて検討する。
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施策４ 信頼できる渡航者の自動化ゲート利用について

これまでの取組状況と今後の対応方針

信頼できる渡航者を自動化ゲートの対象とする新たな枠組み（以下「トラスティド・トラベラー・プログラム」とい
う。）について現在検討中

出入国管理上のリスクが低く，また，頻繁に我が国
に入国する者に自動化ゲートの利用を認めることで，
審査の合理化を図る。

査免国の国籍を有する者が，当局に事前にプログラ
ム参加について申請を行い，認められた場合，商用
目的で在留資格「短期滞在」により上陸する際に自動
化ゲートを利用できる。
なお，プログラム開始当初は一定の国籍・地域の者

を対象とする予定。

●参加者にはカードを交付
●上陸許可日，在留期限等をカードに印字
●カード発行に当たっては諸経費を手数料として徴収

①上陸のための条件に適合していること
②我が国の入管法への違反歴がないこと
③我が国への渡航歴が一定以上あること
④日本国内外の法令に違反して，一定以上の刑に
処せられたことがないこと

⑤本国所属企業が上場企業又は我が国企業と恒常
的な取引がある企業等で，当該企業に一定年数以
上在籍していること 等

ﾄﾗｽﾃｨﾄﾞ･ﾄﾗﾍﾞﾗｰ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの目的

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの参加対象者

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加者であることの証明方法等

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加基準

トラスティド・トラベラー・プログラムについて検討中の案
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施策５ 出入（帰）国審査の迅速化のための自治体・民間との協力関係の構築について

３．外国人旅行者の受入の改善
＜出入国手続の改善＞

（１）出入国手続の迅速化・円滑化
○ 出入（帰）国審査の迅速化のため，自治体や民間の協力を得る方策について検討した
上，実現し得る方策については，可能な地域から順次実施する。

「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」（抄）

これまでの取組状況と今後の対応方針

○出入国審査手続に係る審査場の案内，クルーズ船内での誘導等の協力について
は，地方自治体等の負担も生じるため，地方自治体等から協力の申入れがあるこ
とを前提とした協力をいただく方策について検討する。
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施策６ 長期滞在を可能とする制度の導入について

21

「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」（抄）

「日本再興戦略 –JAPAN is BACK-」（抄）

２．ビザ要件の緩和等による訪日旅行の促進

（１）ビザ要件の緩和
○ 一定の要件を満たした外国人の長期滞在を可能とする制度の導入について検討
する。

第Ⅱ．３つのアクションプラン
二．戦略市場創造プラン
テーマ４：世界を惹きつける地域資源で稼ぐ地域社会の実現
② 観光資源等のポテンシャルを活かし、世界の多くの人々を地域に呼び込む社会
○ 査証発給要件緩和、入国審査迅速化等の訪日環境の改善

海外の富裕層の長期滞在需要取り込みにつなげるべく、一定の要件を満たした
外国人の長期滞在を可能とする制度の導入について検討する。

（参考）



施策６ 長期滞在を可能とする制度の導入について

本年７月，海外の富裕層の長期滞在需要取り込みにつなげるべく，一定の要件を満たした外国人の長期滞在を可能とする制度の導入
について検討するため，外務省に対し諸外国の制度について調査を依頼

22

・5年
（更新可）

・100万ユーロ（約1億4千万円）以上の投資，
10人以上の雇用，又は
50万ユーロ（約6,900万円）以上の不動産購入

制限なしポルトガル

・2年
（更新可）

・2年間で75万NZドル（約6,200万円）以上の投資
・50万NZドル（約4,100万円）以上の生活資金
・年間6万NZドル（約500万円）以上の不労収入

66歳以上
ニュージー
ランド

・4年
（更新可）

・50万豪ドル（約4,600万円）以上の投資
・75万豪ドル（約7千万円）以上の資産
・6万5千豪ドル（約600万円）以上の年間収入

55歳以上オーストラリア

・1年
（更新可）

・更新時には預金はタイ国内の銀行口座にあることが必要
・80万バーツ（約250万円）以上の預金残高，
月6万5千バーツ（約20万円）以上の年金受給，又は
預金残高と1年分の年金の合計が80万バーツ以上

50歳以上タイ

・1年
（5回まで
更新可）

・3万5千米ドル（約350万円）以上の宿泊滞在施設購入，又は
家賃500米ドル（約5万円）以上の賃貸

・インドネシア人の家事使用人を雇用
・月1,500米ドル（約15万円）以上の滞在費支弁能力55歳以上インドネシア

滞在期間投資要件等資産・収入年齢要件国籍

諸外国の制度

これまでの取組状況と今後の対応方針

・調査結果を踏まえ，制度の導入に向けた検討を進める。

今後の検討


